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【TOPIX】 最低賃金額が改定となります 
令和５年 最低賃金の改定情報 

 
【時間外労働の上限規制適用～建設事業･運送事業～】 
令和６年 4月から、建設事業・運送事業にも 
時間外労働の上限規制が適用されます！  

 
【雇用保険 高年齢雇用継続給付金の縮小】 
「高年齢雇用継続給付金」は段階的に縮小され、      
最終的には廃止されることが決定しています 

 
【インボイス制度に関連するご案内】 

  

 

●最低賃金額が改正となります～北海道最低賃金情報～ 
 

 令和５年１０月１日より、北海道の最低賃金は９６０円となります 

 
北海道の最低賃金額が、これまでの９２０円から４０円引上げ、９６０円に改正となりました。 

 

今回の大幅な最低賃金額引き上げに伴い、多くの会社様にて給与額・時給額の改定が必要になります。 

この最低賃金はすべての労働者に適用されますので、10月以降の給与計算の際はご注意ください。 

 

会社ごとの賃金規程により計算方法は異なりますが、週 40時間フルタイム勤務の方は 月額１６６,８４８円 を       

上回る賃金設定が必要になる場合があります。 

 

また、道外に支店・営業所などがある事業所様におかれましては、最低賃金はその支店・営業所の所在地となっている     

都道府県の金額となりますので、併せて確認が必要となります。 

○ 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。 

○ 最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。 

 

北海道労働局による最低賃金リーフレット                                                    

➡https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/001558256.pdf 

 

 

 

 

【計算例】 週４０時間勤務の場合 
 

時給 960円×週 40時間×52.14週（1年間）÷12 ヵ月 
 

➡月額１６６,８４８円となります 



●時間外労働の上限規制適用～建設事業・運送事業～ 

これまで建設事業・運送事業は 36協定による時間外労働の上限基準の適用から除外されてきましたが、       

令和６年４月１日以降、時間外労働の上限規制が適用されることとなります！ 

 

時間外労働の上限 建設事業 運送事業 

月の上限時間 月 45時間 月 45時間 

年間の上限時間 年 360時間 年 360時間 

臨時的な特別な事情がある場合 年 720時間 
※単月 100時間未満 

年 960時間 

複数月の平均時間外労働時間 月 80時間 
この上限設定は 

適用されません 
 

この規制に違反すると、6 ヶ月以下の懲役または 30万円以下の罰金が課せられます。                        

罰則を受けると、労働基準法を違反した企業として以後の公共工事の受注などにも影響するため、上限を上回らないよう          

労働時間が適正であるか見直しを図り、正確に管理することが求められます。 

●高年齢雇用継続給付金の縮小 

「高年齢雇用継続給付金」とは…                            

60歳到達時点に比べ、賃金が大きく低下した状態で働く 60歳以上 65歳未満

の労働者に、国が減額分を一定程度補填する雇用保険の制度です。 

令和４年 4月の通常国会にて、高年齢雇用継続給付金の段階的な縮小と

廃止が可決されました。具体的な廃止年はまだ決まっていませんが、現時点の 

制度変更・廃止の方針は下記のとおりです。 

 

1．令和６年度（来年度）までは現状維持 

2．令和８年度に 60歳に到達する人から給付率を縮小※ 

3．令和８年度以降は給付金を段階的に廃止 

●会社としては単純に給付金の申請手続の負担の減少にはなりますが、これまで 

60歳以降の継続雇用時において、公的給付を想定した賃金設定をしていた  

場合は、制度の見直し・人件費負担の見直しが必要となる可能性があります。 

※最大給付率が 15％→10％に縮小となる予定です 

 【インボイス制度に関連するご案内】 

令和５年 10月 1日からインボイス制度

（適格請求書等保存方式）が始まります。 

●これまで２社分のご請求内容をまとめて 

お送りしておりましたが、同制度の要件を

満たすため、令和５年９月にお送りする 

ご請求より「札幌市商工事務センター」と

「オーバル社会保険労務士法人」に分け、

それぞれ請求書を発行いたします。 

●請求書が２枚に分かれることでお振込み

をいただく際の振込手数料が２件分必要

となってしまうため、該当する事業所様には 

個別に口座振替によるお支払いのご案内

をお送りしております。 

口座振替の際の、振替手数料は弊社 

にて負担をいたしますので、事業主様の 

お振込手数料のご負担はございません。  

この機会にぜひ口座振替をご検討ください。 

 

オ－バル社会保険労務士法人       

ホームページもご覧ください！ 

URL  https://oval-sr.com/ 

□今年の夏は札幌でも 34日連続で真夏日を記録し、これまでの真夏日の最長記録を 

更新することとなりましたが、事務所の近くの大通公園ではオータムフェストが開催され

賑わいを見せており、徐々に秋の気配を感じる今日この頃です。 

毎年行こう行こうと思いつつ、秋はあっという間に過ぎ去ってしまうので今年こそ行って 

みたいと思っています。 
 

□今回カバーガールとして登場したのは、職員のペットのハムスター･ポピーちゃんです。  

だいぶ懐いてきたそうですが、日々脱走を試みる好奇心旺盛な女の子です。 
 

□秋・ペットと言えば、小学生の頃に弟が大量のコオロギを飼い始め、鳴声で眠れぬ夜を

過ごしたものですが、大人になると秋の夜長に虫の声が聞こえると風情を感じます。 
 

□9月も折り返し、朝夕は随分涼しくなってきましたので、お風邪等召されませぬよう   

ご自愛ください。                                    

 


